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参考資料の配付について  

 

このことについて，下記の資料を別添のとおり配付いたします。  

 

記  

 

１ 総合相談支援業務受託者によるＦＡＸ誤送信について  

 

２ 自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書の誤送付について  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（保健福祉部地域包括ケア推進課）  

（福祉事務所亀田福祉課）  



 

総合相談支援業務受託者によるＦＡＸ誤送信について 

 

 

１ 内 容 

本市が総合相談支援業務を委託している函館市地域包括支援センター神山

（以下，「センター」という。）において，令和６年５月２１日（火）に利用者

１名の個人情報等が記載された書類を市内の居宅介護支援事業所にＦＡＸ送

信したところ，５月２２日（水）に当該居宅介護支援事業所からＦＡＸが届い

ていない旨の連絡があり，誤送信が判明した。 

５月２３日（木），センターから当該利用者の家族に対し事情を説明し，謝

罪した。 

このＦＡＸ番号は，市ホームページに掲載している「函館市内介護保険事業

所一覧」のものであり，事業者の申請書類に基づくＦＡＸ番号の誤記があり，

後日，当該事業者からの依頼により修正したが，その修正前にセンターが誤っ

たＦＡＸ番号あてに送信したものである。 

なお，誤送信先に対し，複数回にわたり電話およびＦＡＸで連絡を試みてい

るが，連絡は取れておらず，現時点では，当該書類誤送信に伴う情報漏えいに

よる被害および第三者からの通報は確認されていない。 

 

※誤送信した書類は，介護保険利用に伴う施設サービス計画書等（１名分）

であり，利用者の住所，氏名，生年月日，要介護状態区分，傷病名，既往

歴等の個人情報が記載されている。 

 

２ 原 因 

個人情報を取り扱う内容にもかかわらず，センターと当該事業者との間で， 

ＦＡＸ番号の確認が徹底されていなかった。 

 また，市においても「函館市内介護保険事業所一覧」に掲載されたＦＡＸ番

号が誤っているとの連絡を受けていたにもかかわらず，直ちに修正を行わな

かったものである。 

 

３ 今後の対応と再発防止策 

  受託事業者に対し，個人情報保護法に基づき，個人情報を適正に取り扱い，

漏えい等が生じることがないよう情報管理の徹底について，改めて文書で指

導するとともに，市が作成する「函館市内介護保険事業所一覧」について，掲

載方法や情報の更新方法の見直しを図る。 



自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書の誤送付について  

 

１ 内 容 

令和６年５月２４日（金）に，自立支援医療受給者証（更生医療）

の有効期間が令和６年７月３１日までの受給者に，再認定の案内と氏

名等を記載した支給認定申請書を送付したところ，同年５月２８日（火）

に，対象者と同姓同名の更生医療を受給していない方から連絡があり，

誤送付が判明した。  

同日，誤って送付した支給認定申請書等を回収し，本来送付すべき

自立支援医療費（更生医療）受給者に支給認定申請書と案内を手渡す

とともに事情を説明し，謝罪した。  

 

※自立支援医療受給者証（更生医療）支給認定申請書（１名分）に  

記載した個人情報  

  氏名，生年月日，住所，電話番号，身体障害者手帳番号，  

受診している指定自立支援医療機関  

 

２ 原 因 

  障がい者総合システムから印刷した窓あき封筒用の宛名と案内送付

対象者一覧名簿との確認作業および封入作業において，同姓同名であ

ったことにより，送付先住所が異なっていたことを見落としたことに

よるもの。  

 

３ 今後の対応と再発防止策  

  封入，封かん作業については，誤送付防止のため複数の職員で作業

を行っていたが，突合作業を単独の職員により行っていたことから，

今後は，宛名の氏名，住所と案内送付対象者一覧名簿において複数の

職員での読み合わせを行うなど，作業工程の各段階における確認事項

の徹底を図り，再発防止に努める。  


